
１ このルールの対象となる機器

学校(市)から貸し出され、卒業するまで、同じタブレット

PCを使います。次に使う人が気持ちよく使えるよう大切に使

いましょう。

２ 目的 －調べる、復習する、書く、見せるなど、使い方はいろいろ－

・学校が臨時休業となったとき(学校と家をつなぎます)

・調べ学習、復習、教科書やドリルのQRコードを読み

取って深める学習などに活用できます。

３ タブレットPCを使用できる人

・本人及び学校の先生のみです。

・貸したり、借りたりすることはしません。

【先生方へ】

１ タブレットPCは子供たちの学習に役立てるための道具

子供たちにとっての「主体的・対話的で深い学び」「学びの保障や連続性」

につながる学習資源の一つとして活用していくことが大切です。

また、コロナウイルス感染症拡大防止のために、臨時休業となった場合に、

学校と家庭をつないでの遠隔授業等にも、効果を発揮する道具です。

文部科学省や県教委・市教委からの手引き等を基に、ガイドラインを守り、

子供たちの学びに活用していきましょう。

２ 留意事項

★デジタルの時代だからこそ、アナログの人間関係を大切に!

★インターネット上の犯罪の被害者や加害者にならないよう指導!

【学校で使うときのルール】

(1)持ち出すとき

・充電保管庫から出すときは、順番を守り、そっ

と電源コードを抜きましょう。

(2)授業中

・先生の言われることを守って、使いましょう。

(3)授業以外の時間

・担任の先生の許可を得てから、使いましょう。

(4)タブレットPCを使うときに気を付けること

・タブレットPCはていねいに扱い、落としたり、水にぬらしたり、重たいものを上にのせたりしな

いようにしましょう。

・タブレットPCの画面はタッチパネルになっています。画面は指で操作します。刃物や鉛筆など先

のとがったものでこすったり、押したりしないようにしましょう。

・画面をきれいにするときは「柔らかい布」で拭いてください。

・タブレットPCをキーボードから外したり取り付けたりするときは、無理な力を加えることなくてい

ねいに扱いましょう。

・故障かな？と思われる場合や、壊れたときは、担任の先生に知らせてください。

５つの約束【健康編】

①姿勢よく(30cm以上はなす)

②目を休める(30分に１回、20秒遠くを見る)

③寝る１時間前は使わない

④自分の目を大切にする。

⑤学校や家庭のルールを守る

【禁止事項】

①自分のタブレットPCを人に貸したり借りたり、操作したりすること（教える場合を除く）

②自分のIDやパスワードを人に教えること

③タブレットPCの設定を学校の許可なく変更すること

④タブレットPCにシールを貼ったり、文字や絵などを書いたりすること

⑤人が作った作品や、人の顔写真などを本人やその保護者の許可なく使用すること

⑥自分や他人の個人情報（名前や住所、電話番号など）をインターネット上にあげること

⑦会話機能で相手の心を傷つけたり、相手にいやな思いをさせたりする書き込みをすること

⑧アプリ等を、学校の許可なくダウンロードしたり、アップロードしたりすること

⑨オンラインゲーム等、学習以外の使用はしないこと

⑩カメラを勝手に人に向けて写真や動画を撮ること

⑪歩きながらタブレットPCを使うこと

宇奈月小学校 タブレットPCを使うときのルール

【学校編】

【児童のみなさんへ】

学校では、みなさんが問題を解決するときに、今まで以上

に「自分で調べる」「友達と話し合う」「分かりやすく書く」

「友達に分かりやすく伝える」ことができるようにしたい

と思い、タブレットPCを活用しての学習を取り入れます。

次のルールを守り、大切に使ってください。

【どんなことができるの】

写真もとれるよ

友達の考えをもとに対

話して、考えを深める

自分で調べたり、書い

たりする

QRコード
を読み取っ

て調べる


